


1



2



3

証券コード 2937
2024年６月６日

（電子提供措置の開始日2024年５月30日）
株 主 各 位

長野県上水内郡飯綱町大字芋川1260番地

代表取締役社長 久 世 良 太

第42回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第42回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます

ようご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサ

イトに「第42回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.stcousair.co.jp/ir

また上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）に「サンクゼール」または証券コードに
「2937」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株
主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、５頁から６頁の案内にし
たがって、2024年６月20日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお
願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年６月21日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

2. 場 所 THE SAIHOKUKAN HOTEL（犀北館）
本館２階「グランドボールルーム」
長野県長野市県町528-1
（開催場所が前年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場のご案
内」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第42期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

2. 第42期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思

表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
(2) 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、

インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議

決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

◎ご送付している書面には、法令及び当社定款の定めにより、下記の事項を記載しておりません。したがって、
当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・「連結計算書類」の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・「計算書類」の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

以 上



■ 株主総会にご出席いただける場合
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封
の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

2024年６月21日（金曜日）午前10時開催日時

■ 株主総会にご出席いただけない場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせていただきます。

2024年６月20日（木曜日）午後６時必着行使期限

書面による議決権行使

次ページのインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の
案内に従って、賛否を入力してください。

2024年６月20日（木曜日）午後６時必着行使期限

インターネット等による議決権行使

議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお
願い申しあげます。
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インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワー
ド」を入力することなく、議決権行使サイトにログ
インすることができます。

■ インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
■ 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を

有効として取り扱わせていただきます。
■ インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有

効として取り扱わせていただきます。

ご注意事項

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク） ふ0120-173-027 （通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

議決権行使ウェブサイトの操作方法に関するお問い合わせについて

お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に
記載された「ログインID」および

「仮パスワード」を入力
2

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください2

議決権行使ウェブサイトにアクセスする1

「次の画面へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載のQRコードを
読み取る1

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください3

ログインID・仮パスワードを入力する方法QRコードを読み取る方法

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本
見本

「ログイン」
をクリック
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株主総会参考書類



議案及び参考事項

8

第１号議案 剰余金の配当の件
第42期の期末配当につきましては、

当期の業績、今後の事業環境及び事業の
継続的成長のための内部留保などを総合
的に勘案し、以下のとおりとさせていた
だきたいと存じます。

期末配当に関する事項
■配当財産の種類

金銭

■株主に対する配当財産の割当てに関する事
項及びその総額
当社普通株式１株につき金35円
配当総額 金323,057,000 円

■剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（９名）は、本総会の終結の時をもって任期満
了となりますので、取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号

1
再 任

取締役会長
く ぜ りょう ぞう

久 世 良 三
生年月日 1950年２月18日
所有する当社の株式数 1,194,500株
取締役在任年数 42年
取締役会への出席状況 88％（14回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1972年４月 株式会社ダイエー 入社
1973年４月 株式会社久世 入社
1975年12月 ペンションKUZE 開業
1982年６月 株式会社斑尾高原農場（現当社）

設立
代表取締役社長

2005年10月 株式会社サンクゼールへ商号変更
代表取締役社長

2017年６月 St.Cousair Oregon Orchards,
Inc.（現St.Cousair,Inc.）取締役

2018年６月 当社 代表取締役会長
2018年６月 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現St.Cousair,Inc.）非常勤取
締役（現任）

2023年６月 当社 取締役会長（現任）
2023年12月 一般財団法人サンクゼール財団

評議員（現任）
■重要な兼職先
・St.Cousair,Inc. 非常勤取締役
・一般財団法人サンクゼール財団 評議員

取締役候補者とした理由
久世良三氏は、当社の創業者であり、創業以来長年にわたる豊富な業務経験及び経営経験を有しており、

代表取締役として当社の持続的な成長の実現及び企業価値向上における実績があるため、当社取締役として
適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号

2
再 任

代表取締役社長
く ぜ りょう た

久 世 良 太
生年月日 1977年３月15日
所有する当社の株式数 850,000株
取締役在任年数 15年10か月
取締役会への出席状況 100％（16回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
2002年４月 セイコーエプソン株式会社 入社
2005年４月 株式会社斑尾高原農場（現当社）

入社
2006年４月 当社 経営サポート部 部長
2006年７月 当社 経営サポート部 部長

兼 経営企画室 室長
2008年８月 当社 取締役 経営サポート本部

本部長
2011年８月 当社 専務取締役
2012年６月 当社 代表取締役専務
2013年６月 有限会社斑尾高原農場 代表取締

役

2017年５月 株式会社斑尾高原農場 設立
代表取締役社長（現任）

2017年６月 St.Cousair Oregon Orchards,
Inc.（現St.Cousair,Inc.） 取締役

2018年６月 当社 代表取締役社長 就任（現
任）

2018年６月 St.Cousair Oregon Orchards,
Inc.（現St.Cousair,Inc.）
非常勤取締役（現任）

■重要な兼職先
・株式会社斑尾高原農場 代表取締役社長
・St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取締役候補者とした理由
久世良太氏は、豊富な業務経験及び経営経験を有し、代表取締役社長として当社の事業拡大と業績向上の

中心的役割を担っていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としてお
ります。
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候補者番号

3
再 任

代表取締役副社長
く ぜ なお き

久 世 直 樹
生年月日 1978年12月31日
所有する当社の株式数 740,000株
取締役在任年数 15年10か月
取締役会への出席状況 100％（16回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
2004年２月 株式会社斑尾高原農場（現当社）

入社
2006年４月 当社 サンクチュアリー事業部

部長
2008年８月 当社 取締役
2010年２月 聖久世商貿有限公司 総経理
2011年８月 当社 常務取締役 販売本部 本

部長
2017年４月 当社 常務取締役
2017年４月 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現 St.Cousair,Inc.）設立
代表取締役社長（現任）

2018年６月 当社 取締役副社長 就任
2021年１月 当社 取締役副社長

グローバル事業本部 本部長
兼 グローバルビジネスユニット
ユニット長

2022年５月 Portland Japanese Garden
Board of Trustees（現任）

2023年６月 当社 代表取締役副社長 グロー
バル事業本部 本部長 兼 グロ
ーバルビジネスユニット ユニット
長（現任）

■重要な兼職先
・St.Cousair,Inc. 代表取締役社長
・Portland Japanese Garden Board of
Trustees

取締役候補者とした理由
久世直樹氏は、豊富な業務経験及び国外等の経営経験を有し、代表取締役副社長として主にグローバルで

の事業拡大と業績向上の中心的役割を担っていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続
き取締役候補者としております。
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候補者番号

4
再 任

取締役
かん だ ひで ひと

神 田 秀 仁
生年月日 1962年５月16日
所有する当社の株式数 16,000株
取締役在任年数 ７年
取締役会への出席状況 100％（16回／16回）

１６

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1986年４月 株式会社クリエイティブヨーコ

入社
2002年６月 株式会社斑尾高原農場（現当社）

入社
2009年８月 当社 直販店サポート部 部長
2011年２月 当社 経営サポート部 部長
2015年１月 当社 販売本部店舗サポート部

部長
2015年９月 当社 販売本部新店サポート部

部長
2016年２月 当社 物流本部 本部長
2017年５月 当社 ＳＣＭ部 部長 兼 購買

戦略室 室長

2017年６月 当社 取締役
2017年11月 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現 St.Cousair,Inc.）取締役
2018年６月 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現 St.Cousair,Inc.）
非常勤取締役（現任）

2021年１月 当社 取締役
ホールセール事業本部 本部長
兼 フード製造ビジネスユニット
ユニット長（現任）

■重要な兼職先
・St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取締役候補者とした理由
神田秀仁氏は、主にホールセール事業部門における業務経験及び経営経験を豊富に有し、中心的な役割を

担っていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号

5
再 任

取締役
かわ はら せい いち

河 原 誠 一
生年月日 1964年５月２日
所有する当社の株式数 20,000株
取締役在任年数 ６年
取締役会への出席状況 100％（16回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1989年４月 高砂香料工業株式会社 入社
1997年４月 株式会社斑尾高原農場（現当社）

入社
2005年６月 当社 食品研究センター 課長

兼 品質管理課 課長
2006年７月 当社 新規素材開発室 室長

兼 品質管理課 課長
2011年４月 当社 生命科学研究所 室長

兼 品質保証部 部長

2016年12月 当社 内部監査室 室長
2018年６月 当社 取締役
同 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現 St.Cousair,Inc.）
非常勤取締役（現任）

2021年１月 当社 取締役
管理本部 本部長（現任）

■重要な兼職先
・St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取締役候補者とした理由
河原誠一氏は、主に管理部門における業務経験及び経営経験を豊富に有し、中心的な役割を担っているこ

とから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号

6
再 任

取締役
ご とう ゆう じ

後 藤 祐 次
生年月日 1964年11月24日
所有する当社の株式数 8,000株
取締役在任年数 ２年
取締役会への出席状況 94％（15回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1987年３月 株式会社ドトールコーヒー 入社
2010年11月 イオンリテール株式会社 入社
2012年11月 株式会社サンマルクホールディン

グス 入社
2018年３月 当社 入社

店舗開発・ＦＣ運営部 部長

2020年１月 当社 リテール事業本部副本部長
兼 店舗開発部 部長

2022年６月 当社 取締役
リテール事業本部 本部長
兼 店舗開発部 部長（現任）

取締役候補者とした理由
後藤祐次氏は、主にリテール事業部門における業務経験及び経営経験を豊富に有し、中心的な役割を担っ

ていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号

7
再 任
社 外
独 立

取締役
いま むら ひで あき

今 村 英 明
生年月日 1955年10月13日
所有する当社の株式数 8,600株
取締役在任年数 ７年８か月
取締役会への出席状況 94％（15回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1979年４月 三菱商事株式会社 入社
1991年９月 ボストン・コンサルティング・グ

ループ入社
1998年７月 同社 中国法人 上海事務所長
2005年５月 同社 日本法人 代表取締役、本

社 シニア・パートナー、マネージ
ング・ディレクター

2010年４月 信州大学 学術研究院 教授
同 早稲田大学 商学学術研究院

（現、大学院経営管理研究科） 客
員教授（現任）

同 公益社団法人 セーブ・ザ・チル
ドレン・ジャパン 理事

2011年６月 日本電産サンキョー株式会社 社
外監査役

2016年10月 当社 取締役（現任）
2019年８月 大学院大学至善館 特任客員教授

（現任）

2021年４月 信州大学経法学部 特任教授
同 新潟産業大学 特任教授（現任）
同 公益社団法人セーブ・ザ・チルド

レン・ジャパン 監事（現任）
2023年10月 株式会社Ccobi 社外取締役（現

任）
2023年12月 一般財団法人サンクゼール財団

評議員（現任）

■重要な兼職先
・株式会社Ccobi 社外取締役
・早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授
・大学院大学至善館 特任客員教授
・新潟産業大学 特任教授
・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
監事

・一般財団法人サンクゼール財団 評議員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
今村英明氏は、当社の社外取締役就任後、同氏の国際的な経営戦略等の深い知見及び経営経験を活かし

て、当社の経営判断に安定的に寄与していることから、当社社外取締役として適任であると判断し、引き続
き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号

8
再 任
社 外
独 立

取締役
やま もと よし ひろ

山 本 義 博
生年月日 1949年３月４日
所有する当社の株式数 ー
取締役在任年数 ７年
取締役会への出席状況 94％（15回／16回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1971年４月 サントリー株式会社（現サントリ

ーホールディングス株式会社） 入
社

1985年４月 サントリーインターナショナル株
式会社 副社長

1989年７月 サントリー株式会社 食品事業部
企画部長

1994年４月 同社 ワイン事業部 企画部長

1996年５月 日本コカ・コーラ株式会社 上級
副社長

1999年６月 ハインツ日本株式会社 代表取締
役社長

2017年６月 当社 取締役（現任）
2018年６月 St.Cousair Oregon Orchards,

Inc.（現 St.Cousair,Inc.）
非常勤取締役（現任）

■重要な兼職先
・St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山本義博氏は、当社の社外取締役就任後、同氏の豊富なマーケティング、M＆A、グローバル事業におけ

る業務経験及び経営経験を活かして、当社の経営判断に安定的に寄与していることから、当社社外取締役と
して適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号

9
再 任
社 外
独 立

取締役
やま おか み な こ

山 岡 美 奈 子
生年月日 1959年４月７日
所有する当社の株式数 ー
取締役在任年数 １年
取締役会への出席状況 100％（13回／13回）

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等
1982年４月 株式会社AOKIインターナショナル

（現株式会社AOKIホールディング
ス） 入社

1995年４月 株式会社ファンケル 入社
2008年６月 同社 取締役執行役員
2013年３月 同社 取締役専務執行役員
2014年４月 同社 取締役専務執行役員

兼 株式会社ファンケル化粧品
代表取締役社長

2020年５月 株式会社アンズコーポレーション
取締役

2021年３月 日華化学株式会社 社外取締役
（現任）

2021年６月 コンドーテック株式会社 社外取
締役監査等委員（現任）

2023年６月 当社 取締役（現任）

■重要な兼職先
・日華化学株式会社 社外取締役
・コンドーテック株式会社 社外取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山岡美奈子氏は、同氏の豊富なマーケティング、女性活躍推進における業務経験及び経営経験を活かし、

当社の経営への反映を期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断し、引き続き社外取締
役候補者といたしました。
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（注）1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 今村英明氏、山本義博氏、山岡美奈子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、取締役今村英明氏、山本義博氏及び山岡美奈子氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 今村英明氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって７年８か月、山本義博氏の社外取締

役就任年数は、本総会終結の時をもって７年、山岡美奈子氏の社外取締役就任年数は、本総会終結
の時をもって１年です。

5. 当社は、今村英明氏、山本義博氏及び山岡美奈子氏との間で、会社法第427条第１項の賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第１項第１
号ハで定める最低責任限度額となります。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定
であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる争訟費用及び法律上の損害賠償金を当該保険契約により填補するこ
ととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当
該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上
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事業報告
2023年４月１日から2024年３月31日まで
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に見直さ
れ、消費は拡大傾向にありましたが、一方で円安や物価高騰の状況が継続しており、景気回
復の鈍化が懸念される状況にあります。

食品製造及び食品小売業界におきましても、円安や原料価格の高騰を背景に食品価格の値
上げが継続的に実施されており、消費者の経済的負担の高まりによる消費低迷が懸念される
等、依然として先行き不透明な状況が続いております。
そのような状況において、当社グループは「愛と喜びのある食卓をいつまでも」というコ

ーポレート・スローガンを掲げ、お客様の食卓に彩りを与え、お客様にご満足いただける商
品やサービスの提供に注力しております。今後もお客様の声に徹底的に耳を傾け、お客様の
ニーズを起点とした商品やサービスを提供することにより、多くのお客様に当社グループの
ファンになっていただけるよう取り組んでまいります。

当連結会計年度のB to C販売チャネルである店舗（直営・ＦＣ）に関しましては、冷凍食
品とアジア等の地域の食品を中心とする新業態である「MeKEL（メケル）」１店舗（直営店）
を新規出店する等、積極的に展開してまいりました。一方で、前連結会計年度に円安や原料
価格の高騰等による商品価格の値上げを実施して以降、お客様数は微減傾向にありました。
そのような状況において当社グループは、お客様からの声に真摯に耳を傾け、お客様のニ

ーズに真剣に向き合ってまいりました。
また、当社グループは、商品の開発、製造、販売を一気通貫で行う「食のSPA（注）」モデ

ルを採用し、自社製造商品に係る原材料の仕入れ、配合、製造工程の効率化等によって、製
造原価高騰の影響を抑制することに継続して取り組んでまいりました。
当該モデルの強みを最大限に生かし、多くのお客様のご要望にお応えするために、当社グ

ループは当連結会計年度中の2023年12月から2024年２月にかけて、「久世福商店」及び
「サンクゼール」の売れ筋商品計149品目を、さらに同じく2024年１月に「MeKEL」の商品
240品目の販売価格を、相次いで値下げいたしました。この結果、お客様数は徐々に増加し
ており、さらにお買い上げ点数の増加によりお客様単価も増加トレンドに転じております。

B to Bの販売チャネルであるホールセールに関しましては、主要取引先である大手小売チ
ェーンに対する売上高が堅調に推移する一方、来期に向けた商品の入れ替えや新商品の投入
に係る販促費等の増加により、売上高は前期比で微増となりました。グローバルに関しまし
ては、米国及び台湾の大手小売チェーンに対する売上高が増加したことに加え、韓国への販
売も開始されたこと等により、売上高が大幅に増加いたしました。
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サステナビリティに関する活動としましては、本社である信濃町センター（長野県上水内
郡信濃町）を囲む約110,000㎡もの広大な森林（通称「サンクゼールの森」）が、2024年
３月に「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域」として、環境省
の定める令和５年度後期の「自然共生サイト」に認定されました。この森林は毎年、信州大
学教育学部森林生態学研究所の協力を得て、植生の調査及び森林整備を実施しており、多種
多様な動植物が生息していることが分かっております。今後も「サンクゼールの森」を保護
し、活用するためのプロジェクトを通じて、豊かな自然との共生を実現できるよう取り組ん
でまいります。

また、当社グループの創業者である久世良三氏及びまゆみ氏は、2023年12月に「一般財
団法人 サンクゼール財団」を設立いたしました。当社グループも両氏の支援活動に対する
想いに共感し、共同して当該財団を設立、今後も様々な支援活動に参画してまいります。

以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高が19,162,919千円（前年同期
比7.3％増）となりました。営業損益は、売上高が増加した一方で、売上総利益率が低下し
たこと等の影響により、1,289,191千円（前年同期比19.4％減）の営業利益となりました。
経常損益は、為替差益90,906千円等の営業外収益140,470千円を計上した一方で、支払利
息23,026千円等の営業外費用28,026千円を計上したことにより、1,401,636千円（前年
同期比13.5％減）の経常利益となりました。親会社株主に帰属する当期純損益は、税金費
用527,589千円を計上したことにより、818,088千円（前年同期比22.7％減）の親会社株
主に帰属する当期純利益となりました。

出店政策に関しまして当社グループは、商圏人口、賃貸条件、ＲＯＩＣ等の指標を総合的
に勘案し、新規出店を行っております。当連結会計年度におきましては、「久世福商店」業
態で13店舗（全てＦＣ加盟店）、新業態の「MeKEL」業態で１店舗（直営店）を新規出店い
たしました。一方、当連結会計年度において、「久世福商店」業態で１店舗（ＦＣ加盟店）
を退店いたしました。その結果、当連結会計年度末における店舗は直営店52店舗、ＦＣ加盟
店119店舗、計171店舗となりました。
当連結会計年度における業態別の店舗数は以下のとおりです。

（注）「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略称。商品の企画、製造、販売まで行う小売
業を指します。
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業態名 区 分 前連結会計
年度末 増 加 減 少 当連結会計

年度末

サンクゼール

直営店 12 - - 12

ＦＣ加盟店 4 - - 4

計 16 - - 16

久世福商店

直営店 39 - - 39

ＦＣ加盟店 103 13 1 115

計 142 13 1 154

MeKEL

直営店 - 1 - 1

ＦＣ加盟店 - - - -

計 - 1 - 1

全業態合計

直営店 51 1 - 52

ＦＣ加盟店 107 13 1 119

計 158 14 1 171

当社グループは、食品製造販売事業を単一の事業セグメントとしているため、セグメント
情報の開示は省略しております。

当連結会計年度におけるサービス別の売上高は以下のとおりです。
区 分 売上高(千円) 前年同期比

直営 6,455,786 △1.4%

ＦＣ 7,027,083 ＋12.6%

ＥＣ 1,111,681 ＋1.5%

ホールセール 3,181,343 ＋4.0%

グローバル 1,387,024 ＋50.2%

計 19,162,919 ＋7.3%
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① 直営
当連結会計年度における直営の既存店客数は前年同期を下回ったものの、商品の値下げ施

策によりお客様一人あたりの購買点数が増加し、客単価は前年同期を上回って推移いたしま
した。新規出店に関しましては、2023年９月に新業態の「MeKEL」１号店を出店いたしま
した。当該店舗は冷凍食品とアジア等の地域の食品を中心とする新業態となっております。
以上の結果、直営売上高は6,455,786千円となり、前年同期比で1.4%の減少となりまし

た。
② ＦＣ
当連結会計年度におけるＦＣの既存店客数は前年同期を下回ったものの、商品の値下げ施

策によりお客様一人あたりの購買点数が増加し、客単価は前年同期を上回って推移いたしま
した。現在は、新規出店の多くがＦＣによる出店であることから、当連結会計年度末のＦＣ
加盟店の店舗数は119店舗となり、前連結会計年度末と比較して12店舗増加しております。
以上の結果、ＦＣ売上高は7,027,083千円となり、前年同期比で12.6%の増加となりま

した。
③ ＥＣ
ＥＣにおきましては、アプリやＥＣサイトを通じてブランドのファンであるお客様の獲得

に努めており、ＥＣの利用者数が継続して増加いたしました。一方で秋口以降は、前年同期
に多くのテレビ番組に取り上げていただいたことの反動や、お客様の節約マインドの高まり
等が影響し、売上高の伸びが鈍化いたしました。
以上の結果、ＥＣ売上高は1,111,681千円となり、前年同期比で1.5%の増加となりまし

た。
④ ホールセール
当連結会計年度におきましては、主要取引先である大手小売チェーンに対する売上高が堅

調に推移したものの、第４四半期において、来期に向けた商品の入れ替えや新商品の投入等
による販促費が増加いたしました。
以上の結果、ホールセール売上高は3,181,343千円となり、前年同期比で4.0%の増加と

なりました。
⑤ グローバル

当連結会計年度におきましては、米国及び台湾に加え、韓国での販売も開始された大手
小売チェーンに対する売上高が増加いたしました。さらに、2023年６月（当社米国子会社
における第２四半期）に事業譲受したPortlandia Foods,Inc.（米国オレゴン州 以下、
「Portlandia Foods」という。）ブランド商品の売上を計上したことにより、グローバル売
上高は1,387,024千円となり、前年同期比で50.2%の増加となりました。
国別の内訳は、米国顧客への売上高が862,477千円、台湾顧客への売上高が483,876千
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円、その他の地域への売上高が40,670千円であります。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資額は、324,943千円であり、主要なものは次のとおりであり

ます。
直営店の新規出店及び改装 169,293千円
工場及び本社改装 83,371千円

（3）資金調達の状況
当連結会計年度において、当社は2023年９月にサステナビリティ・リンク・ローンによ

り７億円の資金調達を行いました。
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（4）対処すべき課題
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当社グループは、「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレート・スローガンに掲
げております。その実現のために、当社グループが中長期で目指す姿は以下のとおりです。

国内事業
· お客様のロイヤルティが高まり、ロイヤル顧客の数・売上構成比が向上している。
· 国内の協力工場や商品生産者とデジタルサプライチェーンシステムで連携されており、生
産状況の可視化と効率的な供給体制が実現されている。

· 新業態「MeKEL（メケル）」が「サンクゼール」、「久世福商店」に続く国内事業における
第３の柱として確立されている。

· M&Aにより、食のSPAモデルがさらに強化されている。

グローバル事業
· 米国において、プレミアム日本食ブランドとして独自のポジションを確立し、十分に認知
されている。

· アジア地域（台湾、韓国、中国、その他）において、プレミアム日本食ブランドとして独
自のポジションを確立し、十分に認知されている。

· M&Aにより複数のブランドを傘下に持ち、ブランドポートフォリオが構築されている。

上記で掲げた中長期で目指す姿を実現するために、2025年３月期において注力する成長
戦略は以下のとおりです。

① 国内事業の成長戦略
ア. 顧客ロイヤルティの向上

当社グループのブランドが長期持続的に成長するためには、それぞれのブランドのフ
ァンであるお客様の数を増やしていくことが最も重要な戦略であり、以下に掲げる事項
に注力いたします。

（ア） Fan-Based Community Program（FBCプログラム）の充実化
当該プログラムは、2,500人のプログラム会員の皆様に対するインタビューやアン

ケートを通じて、当社商品・サービスに対するご意見や潜在的なニーズを把握し、実
際の商品・サービスの改善につなげていく取り組みです。今後も当社のファンである
会員の皆様のご意見に耳を傾け、新商品の開発や売場改善を推進してまいります。
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（イ）商品付加価値の向上
当社グループは複数のブランドを通して、異なるカテゴリーの食品をお客様にお届

けしております。全てのブランドに共通することは、お客様の声やニーズに基づく価
値ある商品をご提供することです。新たに社内に設置した商品開発ラボを最大限に活
用し、お客様がワクワクできる魅力的な商品の開発に全力で取り組んでまいります。

（ウ）お客様の購買体験の向上
お客様の購買体験をさらに向上させるため、「お客様満足度向上のためのPDCA」、

「ブランドコンセプトを体現する店舗作り」、及び「都市部への出店を想定した小型店
舗フォーマットの開発」に取り組みます。また、セルフレジを導入し、より快適にお
買い物をお楽しみいただけるような店舗運営に取り組んでまいります。

イ. 生産・供給能力の拡大
当社グループは現在、国内において、長野県飯綱町の自社工場と15社の協力工場を通

して、自社製品を製造しております。今後は既存工場への設備投資による生産能力の向上
に加え、新たに食品工場を買収し、グループ全体の製造能力の拡大を図ってまいります。
また、15社の協力工場に関しては、当社グループが開発した生産管理プラットフォーム
システムを通じた情報連携により、各協力工場の生産性向上に取り組んでまいります。

ウ. MeKEL店舗の拡大
2023年９月に立ち上げた「MeKEL（メケル）」は、冷凍食品とアジア等の地域の食品

を中心とする業態です。「MeKEL（メケル）」ブランドを通じて、地方においても本格的
な食を発見できる喜びや、ワクワク感のある楽しいお買い物体験を提供するという新たな
ビジネスモデルを確立するとともに、さらなる出店拡大を進めてまいります。

エ. M&Aによる「食のSPA」強化
当社グループは「食のSPA」を強化するため、「開発」、「製造」、「販売」の各領域で親

和性の高い企業のM&Aを推進し、より強固な競争優位性を構築してまいります。「販売」
に関しては、次に柱となり得る食品ブランドの買収を視野に、積極的な探索及び投資を検
討してまいります。

② グローバルの成長戦略
ア. 米国

当社グループは2017年の米国進出以降、「Kuze Fuku & Sons」を始めとする複数
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ブランドを展開し、販売網の拡大に取り組んでおります。

（ア）ミドルからハイエンドスーパーへの棚什器設置（「Kuze Fuku Pro」戦略）
米国における当社グループのターゲット顧客は、ミドルからハイエンドの価格帯の

食品スーパーマーケットにご来店されるお客様です。当社グループは、当社オリジナ
ルの棚什器等に20〜30SKUの商品を陳列する「Kuze Fuku Pro」戦略で、ブランド
認知の向上を推進しております。2024年４月末時点で「Kuze Fuku Pro」戦略を展
開する店舗数は55店舗となっております。

（イ）ディストリビューター（問屋）・ブローカーのネットワークを利用した販売拡大
当社グループは、これまでに培った米国市場での「Kuze Fuku & Sons」ブラン

ドの信用力をもとに、米国食品流通において重要なディストリビューターやブローカ
ーのネットワークを活用した販路開拓に、積極的に取り組んでまいります。

（ウ） 業務用市場への参入
米国のレストラン・カフェ市場は、巨大且つ継続的な成長が見込まれる市場です。

当該市場において、当社グループの高品質・高付加価値の商品を業務用商品として展
開すべく、その第１号として「ゆずカクテルシロップ（Yuzu Cocktail Syrup）」を
開発しました。現在はレストラン・カフェに販売し、確かな実績を積んでおります。
今後は、2023年に事業譲受した「Portlandia Foods」の業務用販路も活用し、業
務用市場での成長を図ってまいります。

（エ） M&A実行によるブランドポートフォリオ強化
当社グループは米国の加工食品ブランド企業を買収し、米国におけるブランドポ

ートフォリオの構築を進めております。各地域で認知されているブランドを買収す
ることで、買収先企業の販路獲得や、当社グループ販路とのクロスセリングが可能
となり、さらに製造ボリューム拡大によるコストダウンを図ることができます。こ
れらのシナジー獲得を目的としたM&Aをより強く推進してまいります。

イ. アジア、その他
米国以外にも、台湾、韓国を含むアジア地域での販売は足元で大きく伸びており、今

後も高い事業成長が期待できます。その他、オーストラリアやカナダ等へも販路が拡大
しております。当社グループは、これら北米、アジア、オセアニア地域を重要エリアと
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して位置づけ、各地域で高い成長性を実現できるように取り組んでまいります。

③ ESGポリシー
当社グループは、企業の成長と社会の持続性を同時に実現するためのサステナブル経営の

推進に取り組んでおります。
2025年３月期においては、特に以下の分野に注力いたします。

ア. 気候変動対策
当社グループは、事業活動に係る温暖化ガスの排出量の削減に取り組んでおります。

2030年までにScope１＋２の50%削減を目標とし、さらにScope３に関しては高い精
度で測定可能な体制を早期に構築し、ホットスポットの特定と温暖化ガス削減に向けた
アクションの策定に取り組んでまいります。

イ. 人的資本
企業を構成する資本の中で最も重要である人的資本への投資を拡充いたします。具体

的には、平均年収の向上や、７割強を占める女性従業員が活躍できる環境を整備してま
いります。また、2030年までに女性管理職比率30%達成を目標に掲げております。

ウ. 森林保護
当社グループの本社である信濃町センターは、約110,000㎡もの広大な森林(通称

「サンクゼールの森」)に囲まれた自然豊かなオフィスです。毎年、信州大学教育学部森
林生態学研究所の協力を得て、植生の調査及び森林の整備を実施しており、森には多様
な動植物が生息していることが分かっています。森林保全に関する取り組みが評価さ
れ、2024年３月には「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区
域」として、環境省より令和５年度後期の「自然共生サイト」に認定されました。今後
も「サンクゼールの森」を保護し、活用するためのプロジェクトを通じて、豊かな自然
との共生を実現できるよう取り組んでまいります。

エ. 食品ロス対策
当社グループは食品関連事業者として、事業活動から発生する食品ロスの削減に取り

組んでおり、2030年までに2021年比で50%削減することを目標に掲げております。
また、ワイン用ブドウを絞った後の残渣（ざんさ）を、化粧品の原料や家畜の飼料とし
て再利用するための活動にも取り組んでおります。
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オ. 格差のない平等な社会の実現
当社グループは、格差のない平等な社会の実現に向けた活動として、当社グループの

事業活動で得られた資金の一部を、NPO法人「ムワンガザ・ファンデーション」を通
じてタンザニアのNGO・SWACCO（ソンゲア女性と子どもの支援団体）へ寄付する
活動を継続しております。SWACCOが運営する施設では現在、病気で両親を失った孤
児、シングルマザーの母子ら約60名が生活しています。当施設の運営に必要な資金を
確保し、タンザニアの子どもたちが未来に向かって歩みを続けられるよう、今後も支援
活動に取り組んでまいります。

カ. 「一般財団法人 サンクゼール財団」の共同設立
創業者である久世良三氏及びまゆみ氏は、当社グループのコーポレート・スローガン

「愛と喜びのある食卓をいつまでも」を実現するための支援活動の過程において、少し
でも多くの人々が笑顔で食卓を囲めるお手伝いをしたいとの想いから、2023年12月に
「一般財団法人 サンクゼール財団」を設立いたしました。当社グループもその理念に
深く共感し、共同して当該財団を設立、今後も様々な支援活動に参画してまいります。
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（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 2020年度
第39期

2021年度
第40期

2022年度
第41期

2023年度
(当期)第42期

売 上 高 10,859,522 千円 14,165,059 千円 17,865,650 千円 19,162,919 千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 268,579

千円
939,053

千円
1,058,878

千円
818,088

千円

１株当たり当期純利益 35.54 円 122.91 円 132.70 円 89.42 円

総 資 産 5,448,424 千円 6,464,452 千円 9,174,438 千円 9,422,534 千円

純 資 産 353,782 千円 1,355,782 千円 4,226,011 千円 4,742,077 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 46.03 円 177.12 円 465.73 円 513.43 円

（注） 2022年１月11日付けで普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。第39
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算
定しております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 (千円) 当社の出資比率(％) 主要な事業内容

St.Cousair,Inc. 463,704 100.0 食品の製造・販売

株式会社斑尾高原農場（注） 10,000 94.9 ワイン用ブドウの栽培
（注） 農業関係者以外の法人による議決権ベースの出資比率は原則として50％未満までとすることが農地法で

定められており、当社の議決権ベースによる持株比率は49％となります。

（7）主要な事業内容
当社は、当社において「食のSPA」と呼称する、自社ブランド商品の開発、製造及び販売

の全てを一気通貫で行う事業を主たる事業としております。「サンクゼール」、「久世福商
店」、及び「MeKEL」の３つのブランドで全国に直営店又はＦＣ加盟店を展開しておりま
す。その他に、ホールセール、ＥＣ及びグローバルのチャネルを通じて、自社ブランド商品
を販売しております。
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（8）主要な営業所及び工場
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本社 長野県上水内郡飯綱町
大字芋川1260番地

その他の事業所

直営52店舗
内訳
(北海道１店舗、東北１店舗、北関東６店
舗、関東22店舗、中京６店舗、北陸甲信
越９店舗、近畿５店舗、四国２店舗)

ＦＣ店119店舗
内訳
(北海道４店舗、東北８店舗、北関東４店
舗、関東30店舗、中京13店舗、北陸甲
信越５店舗、近畿27店舗、中国６店舗、
四国４店舗、九州18店舗)

信濃町センター 長野県上水内郡信濃町
大字平岡2249番地１

（9）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減
265 名 10 名増

（注） 従業員数は就業人員であります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比 平均年齢 平均勤続年数
239名 ５名増 38.3歳 8.01年

（注）1. 従業員数は就業人員であり、パート、アルバイト及び契約社員は含めておりません。
2. 上記従業員の他、当事業年度末においてパート206名、アルバイト313名及び契約社員26名をそれ

ぞれ雇用しております。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 額(千円)

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 1,098,234
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 279,504
（注） 当連結会計年度末の借入残高が、１億円以上の金融機関を記載しております。



45

2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 30,000,000株
（2）発行済株式の総数 9,230,200株
（3）株主数 12,242名
（4）大株主

株 主 名 持株数(株) 持株比率(％)
株式会社Ｊｏｓｅｐｈʼ ｓ Ａｒｒｏｗｓ
Ｔｒｕｓｔ 1,340,400 14.52

久世 良三 1,194,500 12.94

久世 良太 850,000 9.20

ＡＢＲＡＨＡＭʼ Ｓ ＷＡＹ ＦＯＵＮＤ
ＡＴＩＯＮ， ＬＬＣ 839,600 9.09

久世 直樹 740,000 8.01

久世 まゆみ 520,000 5.63

サンクゼールパートナー持株会 300,200 3.25

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡ
Ｙ 219,500 2.37

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 169,800 1.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 132,500 1.43

(注) 久世 良三氏の持株数は、日本証券金融株式会社（日証金）への貸付株14,000株は含まれておりませ
ん。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日における新株予約権の状況

・新株予約権の数 759個
・目的となる株式の種類及び数
普通株式 151,800株（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締

役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、
取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又
は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は、それぞれの行使期限区分に従って、割り当てられた新株予約権の一
部又は全部を行使できるものとする。

③ 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株
式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価額） 行 使 期 限 個 数 保有者数
取締役
（監査等委員及び社外取締役を除く。） 第７回（30,491円） 2021年８月22日

〜2029年８月21日 3個 １名

社外取締役（監査等委員を除く。） 第２回（10,000円） 2020年１月18日
〜2028年１月17日 43個 １名

監査等委員である取締役
第１回（10,000円） 2019年１月27日

〜2027年１月26日 65個 １名

第７回（30,491円） 2021年８月22日
〜2029年８月21日 15個 １名

（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査等委員の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 久 世 良 三 St.Cousair,Inc. 非常勤取締役
一般財団法人サンクゼール財団 評議員

代表取締役社長 久 世 良 太 株式会社斑尾高原農場 代表取締役社長
St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

代表取締役副社長 久 世 直 樹
グローバル事業本部 本部長
グローバルビジネスユニット ユニット長
St.Cousair,Inc. 代表取締役社長
Portland Japanese Garden Board of Trustees

取 締 役 神 田 秀 仁
ホールセール事業本部 本部長
フード製造ビジネスユニット ユニット長
St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取 締 役 河 原 誠 一 管理本部 本部長
St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取 締 役 後 藤 祐 次 リテール事業本部 本部長
店舗開発部 部長

取 締 役 今 村 英 明

株式会社Ccobi 社外取締役
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授
大学院大学至善館 特任客員教授
新潟産業大学 特任教授
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事
一般財団法人サンクゼール財団 評議員

取 締 役 山 本 義 博 St.Cousair,Inc. 非常勤取締役

取 締 役 山 岡 美奈子
日華化学株式会社 社外取締役
コンドーテック株式会社 社外取締役監査等委員

取 締 役
（常勤監査等委員） 山 口 幸 枝 株式会社斑尾高原農場 監査役

取 締 役
（監査等委員） 阿久津 正 志

阿久津総合法律事務所 所長
株式会社ツカモトコーポレーション 社外取締役
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 監事

取 締 役
（監査等委員） 杉 田 昌 則 かなで監査法人 理事

（注）1. 取締役 今村英明、山本義博及び山岡美奈子は社外取締役であります。
2. 取締役 阿久津正志及び杉田昌則は監査等委員である社外取締役であります。
3. 当社は、取締役今村英明、山本義博、山岡美奈子、阿久津正志及び杉田昌則を株式会社東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び

重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にする
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ため、山口幸枝を常勤監査等委員として選定しております。
5. 監査等委員山口幸枝は、長年にわたり当社の財務・経理業務に携わった経験を有しており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 監査等委員阿久津正志は、弁護士資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する相当程度

の知見を有するものであります。
7. 監査等委員杉田昌則は、公認会計士資格を有しており、財務、会計及び経営課題・組織課題の発

見・解決に関する相当程度の知見を有するものであります。

（2）責任限定契約の内容の概要
取締役今村英明、山本義博及び山岡美奈子、常勤監査等委員山口幸枝、監査等委員阿久津

正志及び杉田昌則は当社と会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項第１号ハで定める最低限度
額となります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役（監査等委員である取
締役を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険
契約期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる争訟費用及び法律上の損害
賠償金などが填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正が損なわれないようにするため、当該被保険者が私

的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険
者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があ
ります。

（４）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の個人別の報酬等は、取締役会で定めた「取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針」のもと、月例の固定金銭報酬及び業績連動型報酬を定めております。「月額
の固定金銭報酬」については、役位及び職責ごとに報酬の範囲を定めており、その範囲
内で当社が定める役員報酬の算定に関する評価項目に従い、年１回の評価を経て、個別
報酬額を決定しております。なお、前述の報酬の範囲は、他社水準を考慮しながら決定
しております。指名・報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整
合性を確認したうえで、答申を行っております。取締役会も基本的にその答申内容を尊
重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであることを判断しており
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ます。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員を除く取締役の報酬は、2021年６月22日開催の定時株主総会におい
て決議された年額300,000千円（うち社外取締役の報酬等については年額50,000千円
以内）の限度内として決定しております。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、2021年６月22日開催の定時株主総会におい
て決議された年額30,000千円（うち社外取締役の報酬等については年額15,000千円以
内）の限度内として決定しております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（う
ち、社外取締役は２名）、取締役（監査等委員）の員数は３名（うち、社外取締役は２
名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員であるものを
除く。）
（うち社外取締役）

118,125
（14,775）

118,125
（14,775） ー ー 9

（3）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

17,100
（9,300）

17,100
（9,300） ー ー 3

（2）

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬については、連結営業利益の達成度に応じて役位及び職位ごとに定めた金
額を支給することとしております。業績連動報酬に係る指標として連結営業利益を選択
した理由は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を連結売上高営業
利益率としており、その関係性から適切な指標と判断したためであります。
当連結会計年度の連結営業利益は1,289,191千円でした。

（5）社外役員に関する事項
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① 取締役 今 村 英 明
ア．重要な兼職先と当社との関係

取締役今村英明氏が兼職している他の法人と当社との間には、重要な関係はありませ
ん。また、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の条件等を満たしております。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。また、取締役今村英明氏が当社の子会社から当事業年度の役

員として受けた報酬は存在しません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況等
取締役今村英明氏は、当事業年度開催の取締役会16回のうち15回（94％）に出席

し、世界的なビジネスコンサルタントファームの日本及び中国法人社長経験者とし
て、また、大学教授として豊富なビジネス経験と企業戦略の高い見識を活かして、実
践的かつリスクに備える監督・提言を行っております。
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② 取締役 山 本 義 博
ア．重要な兼職先と当社との関係

取締役山本義博氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の条件等を満たし
ております。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。また、取締役山本義博氏が当社の子会社から当事業年度の役

員として受けた報酬は存在しません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況等
取締役山本義博氏は、当事業年度開催の取締役会16回のうち15回（94％）に出席

し、日本を代表する飲料メーカーの元幹部社員として、また、世界的な飲料カンパニ
ーの日本法人役員経験者としての豊富な国際ビジネス経験を基に、日本及び米国にお
ける食品企業の専門家としての立場から監督・提言を行っております。

③ 取締役 山 岡 美奈子
ア．重要な兼職先と当社との関係

取締役山岡美奈子氏が兼職している他の法人と当社との間には、重要な関係はありま
せん。また、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の条件等を満たしておりま
す。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。また、取締役山岡美奈子氏が当社の子会社から当事業年度の

役員として受けた報酬は存在しません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況等
取締役山岡美奈子氏は、2023年6月の就任後に開催された当事業年度開催の取締

役会13回のうち13回（100％）全てに出席し、日本を代表する化粧品・健康食品メ
ーカーの幹部社員経験者としての豊富な経営経験を基に、マーケティング及び女性活
躍推進の高い見識を活かした提言を行っております。

④ 取締役（監査等委員） 阿久津 正 志
ア．重要な兼職先と当社との関係

取締役（監査等委員）阿久津正志氏が兼職している他の法人と当社との間には、重要
な関係はありません。また、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の条件等を満
たしております。



52

イ．当事業年度における主な活動状況
(ア) 取締役会への出席状況及び発言状況等

取締役（監査等委員）阿久津正志氏は、当事業年度開催の取締役会16回のうち
15回（94％）に出席し、弁護士としての豊富な経験を活かし、法務・コンプライア
ンスの専門家としての立場から適切な発言を行っております。

(イ) 監査等委員会への出席状況及び発言状況等
取締役（監査等委員）阿久津正志氏は、当事業年度開催の監査等委員会13回のう

ち13回（100％）全てに出席し、弁護士としての豊富な経験を活かし、法務・コン
プライアンスの専門家としての立場から適切な発言を行っております。

⑤ 取締役（監査等委員） 杉 田 昌 則
ア．重要な兼職先と当社との関係

取締役（監査等委員）杉田昌則氏が兼職している他の法人と当社との間には、重要な
関係はありません。また、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の条件等を満た
しております。

イ．当事業年度における主な活動状況等
(ア) 取締役会への出席状況及び発言状況

取締役（監査等委員）杉田昌則氏は、当事業年度開催の取締役会16回のうち16回
（100％）全てに出席し、公認会計士としての豊富な経験を活かし、財務、会計及び
経営課題・組織課題に関する専門家としての立場から適切な発言を行っております。

(イ) 監査等委員会への出席状況及び発言状況等
取締役（監査等委員）杉田昌則氏は、当事業年度開催の監査等委員会13回のうち

13回（100％）全てに出席し、公認会計士としての豊富な経験を活かし、財務、会
計及び経営課題・組織課題に関する専門家としての立場から適切な発言を行っており
ます。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 28,100千円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,100千円
1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計
監査人の報酬等について同意を行っております。

（4）非監査業務の内容
当社は、グループ法人であるデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務顧問契約を結

び、税務相談等についての対価を支払っております。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】
当社グループでは、以下に掲げる「経営理念」「サンクゼールの大切にする価値観」「企業

としてのあり方」をグループ共通の価値観として保持しております。これらの価値観の下、
当社グループでは、顧客・株主・取引先・パートナー及び地域社会等、全てのステークホル
ダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図ることが企業経営の基本であると認識してお
り、コーポレート・ガバナンスの強化は、経営上の最重要課題の一つと考えております。

＜企業目的＞
Ⅰ．私たちは、正しい経営活動により、顧客・株主・取引先・パートナー・及び地域社会に

信頼される誠実な企業を目指します。
Ⅱ．私たちは、互いの違いを認め合う、豊かな成熟した大人の文化を創造し、居心地のよい

楽しい社会の実現に貢献します。
Ⅲ．私たちは、世界中の人々に、おいしく健康で高品質な食をバリューを持って提案し、豊

かな食卓と暮らしを楽しむ時間と、人と人が集いつながることのできる場を提供しま
す。

＜サンクゼールの大切にする価値観＞
Ⅰ．誠実であること。
Ⅱ．黄金律を大切にすること。相手を尊重し差別をしない広い心で、自分にしてもらいたい

ことをまず相手にする心を大切にする。
Ⅲ．素直さと謙虚さをもって成長し続けること。
Ⅳ．互いに感謝の気持ちを持って、チームワークを重視すること。
Ⅴ．創意工夫を重ね、常に世界一を目指し、絶えず新たな挑戦を行っていること。

＜企業としてのあり方＞
・私たちは、企業目的を果たすために、健全な企業活動を行い、長期に社会貢献できる
Good Companyを目指します。

・あらゆる人々に開かれたオープンな会社であり、経営理念を共有するパートナーたちによ
って運営される健全な会社を目指します。

・パートナー、カスタマー、カンパニーの三方ともに満足のいく関係を構築することに注力
します。

・私たちは、次世代に食文化を継承し、豊かな地球環境を手渡す努力を惜しみません。
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【内部統制システムに関する基本方針】
当社は取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行ってお

り、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のと
おりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、経営理念に基づいて、高い倫理観と良心をもって職務遂行にあた

り、法令、定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をと
る。
コンプライアンス体制の構築・維持については、代表取締役の命を受けた内部監査担当

者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、
対応を定期的に行い、代表取締役に報告する。なお、法令遵守に関する社内教育、研修は
経営サポート部及び人財活躍推進部と連携して行うものとする。
また、内部通報制度規程に基づいて、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等につい

てその情報を直接提供することができる内部通報制度を整備する。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、経営サポート部を管掌する取

締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文
書管理規程に定められた期間保存・管理を行う。なお、取締役及び監査等委員である取締
役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請にすみやかに対応
する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理体制については、リスク管理規程に基づいて、経営サポート部を管掌する取締

役を担当役員とし、総務法務労務課をリスク管理責任部門とする。また、総務法務労務課
は、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整
備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告する。なお、
不測の事態が発生した場合には、代表取締役を部長とする対策部を設置し、早期解決に向
けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、計画達成に向けて各部門
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が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向け
て月次で予算管理を行い、主要な指標については、進捗管理を行う。
定時取締役会については月１回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執

行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行う。指名・報酬委
員会については、毎事業年度に２回以上開催し、審議した内容を取締役会に答申すること
で、取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員の指名・報酬に関する客観
性、公正性の担保を図る。経営会議については週１回開催し、日常の業務執行の確認や協
議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保
を図る。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）における業務の適
正を確保するための体制

(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程に基づいて、当社及び関係会社の経営全般に関する重要な事項につ

いて、各子会社の主管責任者が経営会議に報告し、協議を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び子会社からなる企業集団の共通規程であるリスク管理規程に基づいて、子会
社リスク・コンプライアンス担当責任者を設置するとともに、必要に応じて経営会議に
リスク管理に関する事項を報告する。

(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の定時取締役会は月１回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務

執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行う。
(4)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
当社の内部監査室は、子会社等の重要な業務運営についての監査を実施し、その結果

を取締役会及び経営会議に報告する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務執行については内部監査人が協力する。また、監査業務に必要な補

助をすべき特定の取締役又は使用人の設置が必要な場合、監査等委員会はそれを指定でき
るものとする。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の指定を受けた取締役及び使用人は、当該補助業務については、監査等委員である
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取締役以外の者による指揮命令を受けない。また、当該使用人の人事異動及び人事考課を
行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施する。

⑧ 監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、意見を表明す

る。
当社企業グループ（当社・子会社）の取締役、監査役及び使用人（以下、「取締役等」

という。）は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、
遅滞なく当社の監査等委員である取締役に報告する。
監査等委員である取締役は必要に応じていつでも取締役等に対し報告を求めることがで

きるものとする。
なお、当社は、本号に基づき監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理

由として不利益な取り扱いを受けないこととする。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査等委員会が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ

効果的に把握できるようにするため、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めるこ
とができるとともに、監査等委員である取締役の社内の重要な会議への出席を拒まないも
のとする。
また、監査等委員である取締役は、内部監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行

うものとし、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施できるものとす
る。
なお、監査等委員会の職務執行により生じる費用等については、当該監査等委員である

取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、請求により会社は速やかに支
払うものとする。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不

当要求に対して屈せず、反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を
受けた際の対応を総務法務労務課で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携
し、組織全体で毅然とした対応をする。
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【内部統制システムの運用状況】
当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要につきましては、以下のとおりで

あります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人それぞれに対してコンプライアンスを主題とした研修会を実施し、社

内教育を行いました。また、リスク＆コンプライアンスマネジメント委員会においてコン
プライアンスに関する情報の共有を図るほか、随時顧問弁護士、社会保険労務士、監査法
人等の助言及び指導を受けました。
また、内部通報制度規程に基づいて内部通報窓口（社内・外部）を設置し、内部通報制

度の周知を行うとともに、取締役及び使用人からの相談を受け付け、不正行為の未然防
止、早期発見及び是正を図りました。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規程に従い、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、個人情報及び営

業上の機密情報について、適切な保存及び管理を行いました。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク＆コンプライアンスマネジメント委員会を原則として月１回開催し、継続的にリ

スクの認識・管理状況の報告・検討を行い、リスク回避に努めました。
また、経営上特に重要なリスクについては、経営会議又は取締役会において報告を行い

ました。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を毎月開催し、月次決算及び業務報告を行うとともに、重要な業務執行に

ついての意思決定を行いました。また指名・報酬委員会は今年度３回開催し、委員会で審
議した内容を取締役会に答申し、取締役（監査等委員である取締役を含む。）の指名・報
酬に関する客観性、公正性の担保を図りました。また、経営会議については週１回開催
し、日常の業務執行の確認や協議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロ
セスの明確化及び透明性の確保を図りました。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の定時取締役会を毎月開催し、月次決算及び業務報告を行い、重要な業務執行に

ついての意思決定を行いました。また、各子会社の主管責任者は、子会社の経営全般に関
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する重要な事項について経営会議に報告し、協議を行いました。
また、当社の内部監査室が、2023年９月にSt.Cousair, Inc.及び2024年２月に株式会

社斑尾高原農場の内部監査を実施いたしました。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は内部監査室と定期的に情報交換を行うとともに、調査の依頼及び合同監

査の実施等緊密に連携を図り、監査の実効性と効率化を図りました。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室が監査等委員と協力して職務をする際には、室外の者による指揮命令を受け

ることなく独立性が確保されました。

⑧ 監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員は、取締役会に出席するとともに、経営会議等の重要な会議に出席し、経営

上の重要事項及び業務執行の状況及び結果について必要な報告を受けました。
また、監査等委員会と内部監査室は適時に情報交換を行い、監査等委員監査や内部監査

を通して識別したリスク内容の共有を図りました。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表

明しました。
また、監査等委員会は監査等委員会監査計画に従って監査を実施するとともに、必要に

応じて内部監査室が実施する内部監査にも同行し、当社の内部統制システムに対する監視
活動を行いました。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
「反社会的勢力への対応に関する規程」「反社会的勢力の排除に係る調査及び信用調査の
実施ガイドライン」等に、反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め、主要な社内会
議、社内研修及び（公益財団法人）長野県暴力追放県民センターによる不当要求防止責任
者講習等を通じ、周知・徹底を図りました。
新たに取引を開始する際、取引を行おうとする相手が反社会的勢力と何らかの関係性を

有していないか、事前に調査することを義務付けているほか、契約条項中に暴排条項を定
めるよう求めました。
また、過去より取引を継続している取引先に関しても、年１回以上の反社会的勢力との
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関係性に関する調査を行いました。

（2）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
2024年３月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 2,660,149 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,280,811
売 掛 金 2,206,610 電 子 記 録 債 務 152,367
商 品 及 び 製 品 1,099,900 短 期 借 入 金 460,000
仕 掛 品 89,985 １年内返済予定の長期借入金 211,415
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 333,822 リ ー ス 債 務 20,211
そ の 他 124,792 未 払 費 用 627,107
貸 倒 引 当 金 △313 未 払 法 人 税 等 295,505

流 動 資 産 合 計 6,514,945 契 約 負 債 7,192
固 定 資 産 賞 与 引 当 金 69,832
有 形 固 定 資 産 資 産 除 去 債 務 22,000
建 物 及 び 構 築 物 780,385 そ の 他 192,504
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 230,315 流 動 負 債 合 計 3,338,949
土 地 469,228 固 定 負 債
リ ー ス 資 産 76,781 長 期 借 入 金 884,201
建 設 仮 勘 定 75,061 リ ー ス 債 務 64,482
そ の 他 119,532 退 職 給 付 に 係 る 負 債 86,367
有 形 固 定 資 産 合 計 1,751,305 資 産 除 去 債 務 140,456

無 形 固 定 資 産 そ の 他 166,000
の れ ん 168,131 固 定 負 債 合 計 1,341,507
そ の 他 378,854 負 債 合 計 4,680,457
無 形 固 定 資 産 合 計 546,986 （純 資 産 の 部）

投 資 そ の 他 の 資 産 株 主 資 本
投 資 有 価 証 券 128,608 資 本 金 1,134,150
繰 延 税 金 資 産 166,777 資 本 剰 余 金 1,299,064
差 入 保 証 金 291,548 利 益 剰 余 金 2,195,239
そ の 他 22,385 株 主 資 本 合 計 4,628,454
貸 倒 引 当 金 △21 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 609,297 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 5,901

固 定 資 産 合 計 2,907,589 為 替 換 算 調 整 勘 定 104,734
その他の包括利益累計額合計 110,635
非 支 配 株 主 持 分 2,987

純 資 産 合 計 4,742,077
資 産 合 計 9,422,534 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,422,534
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連結損益計算書
2023年４月１日から2024年３月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 19,162,919
売 上 原 価 12,109,171

売 上 総 利 益 7,053,748
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,764,556

営 業 利 益 1,289,191
営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,020
助 成 金 収 入 11,475
為 替 差 益 90,906
そ の 他 25,068 140,470

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,026
そ の 他 4,999 28,026
経 常 利 益 1,401,636

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8,308 8,308

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 63,949 63,949
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,345,995
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 538,395
法 人 税 等 調 整 額 △10,805 527,589
当 期 純 利 益 818,405
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 317
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 818,088
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連結株主資本等変動計算書
2023年４月１日から2024年３月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,127,115 1,292,086 1,694,538 4,113,740

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 7,034 6,977 − 14,012

剰 余 金 の 配 当 − − △317,387 △317,387

親会社株主に帰属する当期純利益 − − 818,088 818,088

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） − − − −

当 期 変 動 額 合 計 7,034 6,977 500,701 514,713

当 期 末 残 高 1,134,150 1,299,064 2,195,239 4,628,454

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △1,949 111,550 109,600 2,670 4,226,011

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 − − − − 14,012

剰 余 金 の 配 当 − − − − △317,387

親会社株主に帰属する当期純利益 − − − − 818,088

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 7,850 △6,816 1,034 317 1,351

当 期 変 動 額 合 計 7,850 △6,816 1,034 317 516,065

当 期 末 残 高 5,901 104,734 110,635 2,987 4,742,077
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数
２社

連結子会社の名称
St.Cousair,Inc.
株式会社斑尾高原農場

2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日
St.Cousair,Inc. 12月31日＊１

＊１：連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
ａ 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
ｂ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ
時価法を採用しております。

③ 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
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主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）を採用しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）

当社及び国内子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜45年
機械装置及び運搬具 ２〜15年

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

いております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度

に見合う分を計上しております。
③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に
見合う分を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの事業は、食品の製造及び販売であり、消費者、フランチャイズ・チェーン

（ＦＣ）加盟企業、卸売企業及び小売企業等を顧客とし、自社グループ工場で製造した商品
やＯＥＭメーカーから仕入れた商品を顧客に販売することを履行義務としております。
直営店舗においては、顧客へ商品を引き渡した時点で、商品の支配が顧客に移転し履行義

務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
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国内販売においては、商品の出荷時から顧客への支配の移転までの期間が通常の期間であ
る場合は、出荷時点で収益を認識しております。
輸出販売においては、顧客との契約条件に基づき、商品等の所有に伴う重大なリスク及び

経済価値を顧客に移転し履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
また、ＦＣ加盟企業には、当社グループのブランド使用権及び本部サービスを提供し、ロ

イヤリティ収入を収受しております。各ＦＣ加盟企業から受領するロイヤリティ収入は、Ｆ
Ｃ店舗へブランドや本部サービスの提供等を行うことにより、履行義務が充足されると判断
しており、毎月の提供時点において収益を認識しております。
なお、国内販売の取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払わ

れる対価を減額した金額で測定しております。
（5）退職給付に係る会計処理の方法

当社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資
産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

（7）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年の定額法により償却しております。

収益認識に関する注記
1. 収益の分解

区 分 合計(千円)

直営 6,455,786

ＦＣ 7,027,083

ＥＣ 1,111,681

ホールセール 3,181,343

グローバル 1,387,024

計 19,162,919
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2. 収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「重要な収益及び
費用の計上基準」に記載のとおりであります。

会計上の見積りに関する注記
・ 繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 166,777千円
（2）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得を見積り、
回収可能性があると判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しておりま
す。将来の利益計画においては、市場環境の変化や経営環境の変化、さらに新規出店計画に
基づく売上高の成長見込等を考慮した予測を用いております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提

とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能
性があります。

連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

当連結会計年度
(2024年３月31日)

土地 22,720千円

計 22,720千円

（2）担保に係る債務
当連結会計年度

(2024年３月31日)
１年内返済予定の長期借入金 800千円

長期借入金 11,200

計 12,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,358,616千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,068,200 162,000 − 9,230,200
（注）新株予約権の権利行使により162,000株増加しております。

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2023年６月27日
定時株主総会 普通株式 317,387 35.00 2023年３月31日 2023年６月28日 利益剰余金

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2024年６月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の

とおり提案しております。
決議 株式の

種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月21日
定時株主総会 普通株式 323,057 35.00 2024年３月31日 2024年６月24日 利益剰余金

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目
的となる株式の種類及び数
普通株式 151,800株
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しており
ます。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行
借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して
おり、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、主に建物の賃借時に差入れているものであり、差入れ先の信用リスクに晒

されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払費用及び未払法人税等は、１年

以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達

を目的としたものであり、償還日はほとんどが10年以内であります。
デリバティブ取引は、外貨建て取引に係る為替の変動リスクを低減するために利用してい

る先物為替予約であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金並びに差入保証金については、与信管理規程に従い、担当部門が主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているた

め、信用リスクは僅少であります。
② 市場リスク（為替の変動リスク）の管理

原材料及び商品の輸入に伴う外貨建て取引については、通貨別に把握された為替の変動
リスクに対して、一部先物為替予約を利用してリスクの低減に努めております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って取引を

行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告等に基づき担当部署が資金繰りを勘案するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、
支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

（1）投資有価証券
① 満期保有目的の債券 10,000 10,066 66

（2）差入保証金 291,548 289,940 △1,607
資産計 301,548 300,007 △1,541

（3）長期借入金(※1) 1,095,616 1,098,962 3,345
（4）リース債務(※1) 84,694 82,414 △2,279

負債計 1,180,310 1,181,377 1,066
※1 長期借入金及びリース債務には１年以内返済予定分を含めております。
※2 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)
区分 2024年３月31日

非上場株式 118,608

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算
定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 ー 10,066 ー 10,066

差入保証金 ー 289,940 ー 289,940
資産計 ー 300,007 ー 300,007

長期借入金 ー 1,098,962 ー 1,098,962
リース債務 ー 82,414 ー 82,414

負債計 ー 1,181,377 ー 1,181,377
（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
国債・地方債等の時価については、相場価格を用いて評価しておりますが、市場での取引頻度が低く

活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。
差入保証金

時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した
利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 513円43銭
2. １株当たり当期純利益 89円42銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結子会社による事業譲受に関する注記
当社連結子会社であるSt.Cousair, Inc.（所在地：米国オレゴン州 以下、「SCI」という。）

は、「Portlandia Foods」から同社ブランドを含む加工食品販売事業を譲り受けることに関し、
2023年６月２日付で同社と事業譲渡契約を締結し、2023年６月９日付で事業譲渡を完了いた
しました。

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Portlandia Foods, Inc.
事業の内容 加工食品販売事業

② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、成長著しいグローバル市場での販売を戦略上の重点項目に位置づけ

ており、中でも世界的にも大きな加工食品市場が存在する米国は、グローバル販売の主
軸となる市場であります。米国オレゴン州に所在するSCIは、販売機能だけでなく、商品
開発機能や自社工場を有しており、米国工場で製造した製品や日本から輸入した商品を
Kuze Fuku & Sonsという自社ブランドで販売しております。そして、SCIの米国展開
に関して、従来のKuze Fuku & Sonsによる日本食ブランドの展開に加え、米国メイン
ストリームのカテゴリーにある食品ブランドを傘下に持ち、より強固な事業ポートフォ
リオを構築することで、米国事業のさらなる成長につながると判断し、Portlandiaの事
業を譲り受けることを決定いたしました。
Portlandiaは、米国オレゴン州で自社ブランドのケチャップやマスタード等の加工食

品を販売する事業を展開しており、主な顧客は、地元の食品スーパーマーケットやハン
バーガーチェーン店等であります。Portlandiaの主力商品であるケチャップやマスター
ド等は、オーガニック素材で作られている商品であり、健康志向のお客様に受け入れら
れているほか、地元地域の美しい写真を使用したデザインのラベルが施された商品は、
地元地域の食品スーパーマーケットで多くのお客様に親しまれています。

本事業譲受により、SCIはPortlandiaの販路を獲得できるとともに、SCI工場で
Portlandia製品を製造することにより工場の生産性を高めることができます。これらの
シナジーを享受することで、当社グループの企業価値向上に資するものと判断しており
ます。

③ 企業結合日
2023年６月９日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする事業譲受
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⑤ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社連結子会社であるSt.Cousair, Inc.が現金を対価として事業を譲り受けるためであ

ります。

(2) 連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間
2023年６月10日から2023年12月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 487,025千円 （3,500千米ドル）
取得原価 487,025千円 （3,500千米ドル）
(注) 為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行公表の2023年６月９日の最終公表相場である

TTSとTTBの平均値（１米ドル＝139.15円）を用いて換算しております。

(4) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
該当事項はございません。

(5) 主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士及び会計事務所に対する報酬等 8,155千円

(6) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

87,407千円
(注) 為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行公表の2023年６月９日の最終公表相場である

TTSとTTBの平均値（１米ドル＝139.15円）を用いて換算しております。
② 発生原因

主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

(7) 企業結合日に受け入れた資産の額並びにその主な内訳
流動資産 27,488千円
固定資産 372,128千円
資産合計 399,617千円
(注) 為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行公表の2023年６月９日の最終公表相場である
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TTSとTTBの平均値（１米ドル＝139.15円）を用いて換算しております。

(8) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要
な種類別の加重平均償却期間

種類 金額 加重平均償却期間
商標権 365,129千円 10年
合計 365,129千円 10年

(注) 為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行公表の2023年６月９日の最終公表相場である
TTSとTTBの平均値（１米ドル＝139.15円）を用いて換算しております。

(9) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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貸借対照表
2024年３月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 2,503,454 買 掛 金 1,340,390
売 掛 金 2,182,897 電 子 記 録 債 務 152,367
商 品 及 び 製 品 1,048,003 短 期 借 入 金 460,000
仕 掛 品 89,389 １年内返済予定の長期借入金 209,086
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 219,971 リ ー ス 債 務 20,211
前 払 費 用 53,535 未 払 金 302,583
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 832,755 未 払 費 用 392,189
そ の 他 131,605 未 払 法 人 税 等 294,563
貸 倒 引 当 金 △313 契 約 負 債 7,192

流 動 資 産 合 計 7,061,299 前 受 金 2,533
固 定 資 産 預 り 金 39,817
有 形 固 定 資 産 賞 与 引 当 金 69,832
建 物 555,691 資 産 除 去 債 務 22,000
構 築 物 57,971 そ の 他 41,662
機 械 及 び 装 置 88,778 流 動 負 債 合 計 3,354,432
車 両 運 搬 具 0 固 定 負 債
工 具、 器 具 及 び 備 品 117,049 長 期 借 入 金 845,495
土 地 266,147 リ ー ス 債 務 64,482
リ ー ス 資 産 76,781 退 職 給 付 引 当 金 86,367
建 設 仮 勘 定 2,471 資 産 除 去 債 務 140,456
そ の 他 0 そ の 他 166,000

有 形 固 定 資 産 合 計 1,164,892 固 定 負 債 合 計 1,302,802
無 形 固 定 資 産 負 債 合 計 4,657,234
ソ フ ト ウ ェ ア 18,609 （純 資 産 の 部）
借 地 権 1,543 株 主 資 本
そ の 他 1,958 資 本 金 1,134,150

無 形 固 定 資 産 合 計 22,111 資 本 剰 余 金
投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 準 備 金 1,299,064
投 資 有 価 証 券 128,608 資 本 剰 余 金 合 計 1,299,064
関 係 会 社 株 式 473,194 利 益 剰 余 金
差 入 保 証 金 291,548 利 益 準 備 金 250
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 16,075 そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 延 税 金 資 産 165,043 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 30,121
そ の 他 22,385 繰 越 利 益 剰 余 金 2,218,414
貸 倒 引 当 金 △21 利 益 剰 余 金 合 計 2,248,786

投資その他の資産合計 1,096,833 株 主 資 本 合 計 4,682,000
固 定 資 産 合 計 2,283,837 評 価 ・ 換 算 差 額 等

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 5,901
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 5,901

純 資 産 合 計 4,687,902
資 産 合 計 9,345,136 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,345,136
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損益計算書
2023年４月１日から2024年３月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 18,362,503
売 上 原 価 11,542,110

売 上 総 利 益 6,820,393
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,385,493

営 業 利 益 1,434,899
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 42,579
助 成 金 収 入 11,475
為 替 差 益 90,906
そ の 他 17,150 162,111

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,853
そ の 他 3,726 24,580
経 常 利 益 1,572,430

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 63,949 63,949
税 引 前 当 期 純 利 益 1,508,481
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 535,493
法 人 税 等 調 整 額 △10,454 525,038
当 期 純 利 益 983,442



77

株主資本等変動計算書
2023年４月１日から2024年３月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金
固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

当 期 首 残 高 1,127,115 1,292,086 1,292,086 250 31,635
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,034 6,977 6,977 − −
剰 余 金 の 配 当 − − − − −
当 期 純 利 益 − − − − −
固定資産圧縮積立金の取崩 − − − − △1,513
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 7,034 6,977 6,977 − △1,513
当 期 末 残 高 1,134,150 1,299,064 1,299,064 250 30,121

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計

利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,550,844 1,582,730 4,001,933 △1,949 △1,949 3,999,983
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 − − 14,012 − − 14,012
剰 余 金 の 配 当 △317,387 △317,387 △317,387 − − △317,387
当 期 純 利 益 983,442 983,442 983,442 − − 983,442
固定資産圧縮積立金の取崩 1,513 − − − − −
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） − − − 7,850 7,850 7,850

当 期 変 動 額 合 計 667,569 666,055 680,067 7,850 7,850 687,918
当 期 末 残 高 2,218,414 2,248,786 4,682,000 5,901 5,901 4,687,902
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個別注記表
重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ
り算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜45年
機械及び装置 ６〜15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい

ております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

4. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合

う分を計上しております。
（3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う
分を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。
退職給付引当金及び退職給付の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

5. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の事業は 、食品の製造及び販売であり、消費者、フランチャイズ・チェーン（ＦＣ）

加盟企業、卸売企業及び小売企業等を顧客とし、自社工場で製造した商品やＯＥＭメーカー
から仕入れた商品を顧客に販売することを履行義務としております。
直営店舗においては、顧客へ商品を引き渡した時点で、商品の支配が顧客に移転し履行義

務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
国内販売においては、商品の出荷時から顧客への支配の移転までの期間が通常の期間であ

る場合は、出荷時点で収益を認識しております。
輸出販売においては、顧客との契約条件に基づき、商品等の所有に伴う重大なリスク及び

経済価値を顧客に移転し履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
また、ＦＣ加盟企業には、当社のブランド使用権及び本部サービスを提供し、ロイヤリテ

ィ収入を収受しております。各ＦＣ加盟企業から受領するロイヤリティ収入は、ＦＣ店舗へ
ブランドや本部サービスの提供等を行うことにより、履行義務が充足されると判断してお
り、毎月の提供時点において収益を認識しております。
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なお、国内販売の取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払わ
れる対価を減額した金額で測定しております。

収益認識に関する注記
・ 収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表と同一であります。

会計上の見積りに関する注記
・ 繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 165,043千円
（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得を見積り、回収可能
性があると判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。将来の
利益計画においては、市場環境の変化や経営環境の変化、さらに新規出店計画に基づく売上
高の成長見込等を考慮した予測を用いております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提

とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能
性があります。

貸借対照表に関する注記
1. 保証債務

他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
株式会社斑尾高原農場 15,991千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く。）
短期金銭債権 191,423千円
短期金銭債務 35,005千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,172,569千円
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 78,928千円
仕入高 189,184千円

営業取引以外の取引高 30,234千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。

税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、資産除去債務、退職給付引当金、減損損失、賞与引当金の

否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、圧縮積立金、資産除去債務に対応する除去費
用であります。

関連当事者との取引に関する注記

子会社
種類 会社等の名称 議決権等の

所有割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社 St.Cousair,Inc. 所有
直接100％

製商品の販売
資金の援助
役員の兼任

製商品の販売 78,928 売掛金 121,346

資金の貸付 758,386 関係会社
短期貸付金 832,755

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
St.Cousair,Inc.社に対する製商品の販売については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件
で行っております。
St.Cousair,Inc.社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、
担保は受け入れておりません。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 507円89銭
2. １株当たり当期純利益 107円49銭
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重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社サンクゼール
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
長 野 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 陸田 雅彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松 聡

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社サンクゼ
ールの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計
算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンクゼール及び連結子
会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結
計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会
の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す
るものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査
法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤り
の兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき
連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結

計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査
手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明

するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営

者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切

であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社

の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結
計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社サンクゼール
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
長 野 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 陸田 雅彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松 聡

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社サン
クゼールの2023年4月1日から2024年3月31日までの第42期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算
書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会
の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人
が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計
算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算

書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理
的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する
意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査
手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営

者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切で

あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告
監査報告書

当監査等委員会は、2023年４月1日から2024年３月31日までの第４２
期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及
び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると
認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相

当であると認めます。
（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相
当であると認めます。

2024年5月21日

株式会社サンクゼール 監査等委員会

監査等委員 山口 幸枝 ㊞
監査等委員 阿久津正志 ㊞
監査等委員 杉田 昌則 ㊞

（注） 監査等委員阿久津正志及び杉田昌則は、会社法第２条第15号及び
第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上




